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論

叢

江
戸
時
代
に
於
け
る
回
畠
永
代
田
且
買
の
禁
止
に
つ
き
て

第
二
十
一
巻

(
第
三
観

、A

、
ノ
プ

占，、
幽

江

戸

時

代

に

於

り

る

回

畠

永

代

責

買

の

禁
止
に

'つ
:" 

て

浦

周

行

法

律

の

規

定

江
戸
時
代
に
於
て
、
幕
府
は
回
自
国
の
永
代
資
買
を
禁
じ
て
居
っ
た
。
幕
府
の
刑
法
た
る
御
定
書
仁
、
田
昌
を
永

代
に
貰
っ
た
も
の
は
、
過
料
に
蕗
し
・
責
渡
讃
文
に
漣
署
し
た
名
主
は
英
職
を
苑
じ
、
叉
諸
人
ご
な
っ
た
も

ω

は
叱
(
誼
責
)
に
蕗
し
、

ニ
れ
を
買
取
っ
た
も
り
は
、
共
同
畠
を
由
民
牧
す
る
ご
規
定
し
て
居
る
。
叉
目
白
田
を
質
入

L

た
場
合
に
於

τも
、
質
取
人
が
牧
盆
を
取
り
乍
ら
、
主
(
負
槍
た
る
年
貢
諸
役
は
地
主
仁
負
は
せ
た
も
の
は
、
質
置

主
を
過
料
に
蕗
し
、
質
収
入
は
其
土
地
を
設
牧
し
た
上
に
過
料
に
蕗
L
、
質
入
詮
文
に
連
署
し
た
名
主
は
其
職
を

。
。
。

見
じ
、
又
詮
人
は
牝
に
臨
す
る
こ
吉
、
な
っ
て
居
る
o

こ
れ
は
声
享
頃
額
納
責
ピ
稀
し

τ洗
行
L
出
し
た
も
の
で

。
。
。

あ
っ
て
、
諸
役
丈
を
地
主
に
負
は
せ
る
宇
頼
納
ゃ
、
質
地
の
字
分
を
地
主
仁
直
小
作
を
さ
せ

τ、
質
地
全
部
の
年

。。

貢
諸
役
を
地
主
に
負
は
せ
る
獲
地
芭
共
に
、
回
白
田
質
入

ω際
、
地
主
の
手
取
が
多
い
丈
、
後
日
請
り
再
開
L
難
く
な

幽幽創~.

蜘定書第三十保

脚時刻，>

1) 

頼関閉1昂古書



っ

τ、
永
代
責
買
正
同
一
の
結
果
に
陥
b
目
指
い
か
ら
、
幕
府
は
こ
れ
を
禁

ιた
も
の
で
あ
る
。
但
し
此
田
白
田
永
代

寅
買
禁
止
の
除
民
例
正
も
見
る
べ
き
も
の
は
、
一
円
高
請

ωな
い
新
開
の
団
自
国
吉
山
〕
浪
人
侍
等
所
有
の
回
白
田
ピ
で
あ

っ

τ、
そ
れ
ら
は
何
れ
も
氷
代
貨
が
許
さ
れ
て
日
出
た
の
で
ゐ
る
o
蛍
時
の
開
製
法
に
採
る
ご
、
新
犯
に
土
地
を
開

わ

墾
す
る
場
合
、
鍬
下
年
期
間
は
無
枕
で
ゐ
つ

τ、
期
満
後
検
地
縄
張
を
行
ひ
、
村
高
に
加
へ
る
り
で
あ
っ
た
か
ら
、

高
諦
の
な
い
新
田

hmzu、
鍬
下
年
期
中
の
そ
れ
を
意
味
す
る
ニ
古
言
ふ
迄
も
な
い
V
O

是
等

ω保
文
は
共
除
外
例
に
閲
す
る
も
の
が
、
従
来
の
慣
例
じ
依
っ
た
外
は
、
何
れ
も
延
享
元
年
極
ご
な
っ
て

居
る
。
今
仰
定
書
編
纂
の
記
録
を
見
る
ご

H

此
延
享
元
年
極
ピ
レ
ふ
の
は
、
同
年
六
月
に
、
寺
枇
挙
行
大
岡
越
前

守
(
忠
相
)
以
下
三
奉
行
の
伺
に
品
到
し

τ、
崎
府
軍
徳
川
吉
宗
が
目
白
永
代
責
買
の
禁
止
A
T
を
奮
勺
如
〈
据
置
く
や
う

に
指
令
し
た
ニ
Z
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
(
其
説
明
は
便
宜
上
第
三
章
に
譲
る

-
M
t
、
す
る
)
幕
府
の
田
島
永

代
責
頁
の
禁
止
A
T
を
後
し
た
の
は
、
無
論
そ
れ
よ
り
も
以
前
、
郎
も
徳
川
家
光
の
寛
永
二
十
年
三
月
の
事
で
あ
っ

1~ 。
今

同友
畑に
永其
代金
賞文
綱l を
仕悲
置げ

，)ゃ

う

一
寅
主
牢
合
之
上
追
放
、
本
人
死
供
時
は
子
同
罪
、

一
貫
主
過
怠
卒
、
本
人
死
候
時
は
子
同
罪
、

但
畏
田
畑
二
貸
主
之
御
代
官
又
同
一
地
頭
江
一
収
上
之
、

(
第
三
扱

百

ヒ

)

一
大
車

論

設

江
戸
時
代
に
於
け
る
阿
品
北
代
貰
買
の
禁
止
に
つ
き
て

第
二
十
一
巻

科保類典下巻
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ま詣

議

江
戸
時
代
に
於
吋
る
問
畠
北
代
斑
買
白
禁
止
に
つ
き
て

第
二
十
一
番

(
第
三
部

六
人
)

A-、司、
一A
'

d

，

一
讃
人
過
怠
牢
、
本
人
死
候
時
ρ

子
三
構
な
し
、

一
一
質
に
取
候
者
は
作
h
取
に
し

τ、
質
に
位
候
者
8
年
貢
役
相
勤
候
得
は
、
永
代
同
前
之
御
仕
泣
、
但
頑
納

同

H
H
i
E

い
ふ
、

右
之
遁
回
畑
水
代
貢
買
御
停
止
之
旨
被
仰
出
候
、

こ
れ
を
前
に
暴
げ
た
御
定
書
の
規
定
正
調
服
す
る
ご
、
其
刑
は
何
れ
も
一
段
古
重
〈
な
っ

τ居
る
。
郎
も
責
主
、

買
主
は
勿
論
・
設
人
迄
も
皆
瞳
刑
を
科
せ
ら
れ
た
上
仁
、
員
主
は
追
放
に
蕗
せ
ら
れ
い
、
且
つ
読
人
を
除
〈
の
外

は
、
良
質
雨
賞
事
者
の
彪
刑
前
に
死
己
し
た
場
合
に
、
其
子
迄
が
親
の
罪
に
坐
L
て
同
一
の
鴎
分
を
受
け
苫
せ
ら

れ
た
。
而
し
て
額
納
の
場
合
は
質
入
人
も
質
収
主
も
共
に
永
代
賞
買
に
准

ιて
同
刑
に
蕗
せ
ら
れ
る

ωも
亦
同
様

に
重
く
な
っ
て
居
る
黙
で
あ
る
。

是
等

ω刑
法
に
は
、
ニ
れ
を
高
論
の
田
島
に
施
行
す
る
-
】
ご
や
、
悶
畑
の
責
波
諮
丈
に
名
主

ω漣
岩
し
た
こ
Z

ゃ
、
目
白
田
を
貨
去
の
代
官
叉
は
地
頭
に
設
牧
ず
る
ニ
正
の
見
え

τ居
る
の
を
以
て
、

そ
れ
が
百
姓
所
布
の
凹
島
を

一一時同一よかい市

怠
味
し
た
も
の
で
め
る
こ
古
は
明
白
で
ゐ
る
o

勿
論
伶
に
も
奔
領
地
若
し
く
は
そ
れ
に
准
宇
ぺ
き
土
地
内
所
有
者

が
な
い
薄
で
は
な
炉
っ
た
が
、

一
般
に
は
扶
持
米
、
初
米
を
給
せ
ら
れ
て
、
土
地
を
所
布
し
て
居
な
か
っ
た
か

ら
、
こ
、
に
は
只
百
姓
の
場
合
い
つ
い
て
規
定
し
た
に
止
ま
る
。



ーー

立

法

の

精

神

江
戸
時
代
に
於
げ
る
田
島
の
永
代
資
買
禁
止
の
刑
法
正
其
起
源
正
に
失
い
で
考
究
す
べ
き
こ
正
は
、
其
立
法
の

精
紳
如
何
ご
い
ふ
こ
己
で
ゐ
ら
う
。
此
時
代
に
は
、
枇
寺
領
じ
所
調
仰
朱
印
地
・
古
跡
地
・
杭
努
地
・
除
地
等
の
別

e-
そ
は
ゐ
っ
た
「
が
、

曲
川
傾
・
寺
側
は

一
切
責
買
す
る
ニ
正
も
、
質
入
れ
す
る
-
』
ご
も
禁
性
ら
れ
て
居
っ
た
。
併
し

乍
ら
ヲ
ぞ
れ
正
百
姓
所
有
地
ご
の
閥
的
資
買
禁
止
に
は
お
の
づ
か
ら
其
理
由
を
異
に
せ
な
り
れ
ば
な
る
ま
い
。
而
し

τ此
問
題
仁
つ

htτ
は、

熊
考
諮
す
る
迄
も
な
〈
、
賞
時
的
立
扶
者
自
身
の
設
明
に
聡
〈
を
捷
縦
ご
す
る
o

寛
永

二
十
年
コ
」
月
、
幕
府
は
彼
田
畠
の
永
代
寅
買
に
閲
す
る
刑
法
を
街
中
仰
す
る
正
問
時
に
、
地
方
行
政
に
闘
す
る
七
筒

僚
の
法
令
を
出
し
T
居
る
が
、
其
第
三
僚
に
此
刑
法
の
理
白
書
ご
も
宥
倣
す
べ
き
も
の
が
め
る
か
ら
、

4
れ
を
左

に
掲
げ
や
う
。

一
身
上
能
百
姓
は
、
岡
地
を
買
取
、
鋼
宜
成
、
身
値
不
成
者
は
、
回
畠
A

ザ
枯
却
、
猶
々
身
上
不
可
成
之
問
、

向
綾
田
島
寅
買
可
錦
停
止
事
、

ニ
れ
に
操
る
ご
、
凡
そ
二
つ
の
理
由
を
見
出

rす
こ
正
が
出
来
る
。

一
つ
は
豪
農
の
乗
併
を
恐
れ
た
こ
ご
で
あ
っ

て

一
つ
は
小
農
の
破
産
を
恐
れ
に
こ
ご
で
あ
る
o

而
か
も
回
向
的
氷
代
町
民
民
禁
止
の
主
要
目
的

U
全
く
小
農
の
保

議
の
一
事
で
ゐ
っ
た
o
質
地
の
場
合
に
地
主
に
苛
酷
な
傑
件
を
附
し
た
も
の
、
設
止
も
亦
同
一
の
理
由
に
向
で
、

叢

前

江
戸
時
代
に
於
け
る
岡
品
永
代
斑
買
の
禁
止
に
つ
き
て

第
二
十
一
容

(
第
三
抗

，、
1L 

一
六
七

宜保集成=十回
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叢

江
戸
時
代
に
骨
け
る
同
品
生
代
班
員
の
禁
止
に
つ
き
て

第
二
十
一
告

(
第
ご
観

言語

七
O
)

一
大
八

居
る
。
別
に
「
田
畑
貴
買
候
而
H
H

、
地
中
一
之
家
督
減
、
絡
に
家
督
を
失
ひ
候
故
、
永
代
資
買
は
堅
御
法
度
-
一
一
候
」
t

の
説
明
を
加
へ
て
居
る
も
の
、
ゐ
る
の
は
、
此
駄
に
於
て
肯
紫
に
中
っ
て
居
る
ご
い
M

へ
や
う
。

幕
府
の
農
業
政
策
は
貨
に
百
姓
中
の
大
多
数
を
占
め
た
小
農
を
保
護
し
て
、
其
所
省
地
を
維
持
さ
せ
、
乏

L
い

乍
ら
仁
彼
等
の
生
計
を
持
錨
さ
せ
る
こ
ご
を
以
て
其
中
心
ご
し
て
居
っ
た
。
前
に
引
い
た
寛
永
二
十
年
三
月
の
法

A
T
は
、
田
島
永
代
資
民
祭
止
の
理
由
を
説
明
し
た
次
の
僚
文
に
於
て
、

一
身
上
不
成
百
姓
は
、
諸
代
官
精
入
、
高
事
可
致
差
引
、
立
(
上
仁
て
も
難
総
も
の
に
は
、
見
合
食
物
類
儲

し
、
身
穏
持
立
候
様
に
可
入
念
事

古
い
っ
て
居
る
。
印
も
是
等

ω小
農
に
劃
し
て
は
、
代
官
は
常
に
注
意
し
て
其
生
活
難
を
緩
和
す
る
に
力
め
、
而

か
も
共
生
計
を
維
持

L
難
3
場
合
は
通
貨
食
糧
等
の
貸
輿
に
依
っ
て
救
助
を
闘
る
こ
と
を
命
じ
て
居
る
の
で
あ

る
o

約
言
す
れ
ば
、
小
農
り
保
護
は
貨
に
嘗
時
に
於
付
る
地
方
行
政
官

ω主
た
る
任
務
で
ゐ
っ
た
。

幕
府
は
又
是
等
小
ド
の
矯
め
に
、
共
衣
食
住
l
干
砂

L
τ
、
持
皮

ω
節
約
仁
甘
ん
じ
さ
せ
、
市
時
心
耕
作
に
帥
む

こ
z
e
T
強
制

Lτ
居
に
が
、
こ
れ
亦
彼
等

ω生
活
難
の
案
国
を
除
怯
す
る

ω目
的
に
山
山
で
た
も
の
仁
外
な
ら
向
。

幕
府
り
干
沙
は
一
奥
に
彼
等

ω遺
産

ω分
配
迄
及
ん
で
居
る
o

此
附
代
に
於
て
は
、
武
士
階
級
で
は
一
子
相
舗
で

あ
っ
た
打
れ
ど
も
、
百
姓
・
町
人
階
級
以
諸

i

十
分
割
制
(
遺
物
配
分
)
が
一
般
仁
行
は
れ

τ居
っ
た
。
被
相
続
人
が

み
づ
か
ら
生
前
に
蕗
分
を
な
し
て
文
書
を
作
製
し
、
五
人
組
及
び
町
村
自
治
醐
躍
り
克
員

ω
諒
解
を
得
て
置
付
ば
、

三奉行所問答三所壮御肋定宣告行i:C間告書留5) 
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ー
レ
〈
不
通
賞
の
も
の
で
な
い
限
り
有
数
で
あ
っ

h
o
然
る
に
百
姓
に
限
っ
て
は
、
室
長
持
高
二
十
石
以

上
、
百
姓
は
十
石
以
上
、
地
面
一
町
以
上
の
も
の
で
な
〈

τは
、
品
川
配
(
分
地
)
の
資
絡
を
認
め
ら
れ
ぬ
。
こ
れ
言

ム
迄
も
な
〈
、
多
〈
も
な
い
回
畠
を
諸
子
に
分
割
す
る
の
結
果
、
家
賓
の
品
川
散
を
招
い
て
、
彼
等
が
其
凹
烏
に
離

れ
る
仁
至
る
こ
Z
を
恐
れ
た
か
ら
の
一
帯
で
ゐ
っ
て
、

其
精
紳
に
於
て
は
、

国
品
、
一
氷
代
寅
買
の
禁
止
法
芭
共
通
の
も

の
が
あ
る
。

然
ら
ば
斯
様
な
精
紳
に
基
い
た
立
法
は
、
徳
川
幕
府
の
創
設
で
あ
る
か
正
い
ふ
仁
、
決
し
て
き
う
で
は
な
い
。

百
姓
を
し

τ由
来
得
る
限
b
其
所
有
地
に
離
れ
さ
せ
ま
い
ご
す
る
立
法
は
前
代
の
そ
れ
の
中
に
も
見
出

r
さ
れ

る
。
例
へ
ば
武
田
氏
の
津
町
で
は
、
年
一
頁
夫
役
を
怠
っ
た
百
姓
に
叫
到
し
て
強
制
執
行
を
錯
す
の
結
果
、
活
thzJ

に
家

資
の
品
川
散
を
来
た
さ
し
む
る
を
不
常
ご
し
て
、
猶
謙
期
間
を
附
す
る
二
吉
、
し
て
居

z

り
、
叉
年
期
寅
の
場
合
に

も
、
期
満
級
夏
に
十
年
の
猶
務
期
間
を
奥
へ
て
元
金
償
却
ピ
共
に
取
得
す
る
規
定
を
設
り
て
居
る
。
長
曾
我
部
氏

の
岩
船
で
は
、
真
に
露
骨
に
永
代
貰
買
を
否
認
す
る
の
精
一
柳
を
一
千
し
て
、
空
誌
で
は
永
代
資
質
(
永
地
)
ご
な
っ

て
居
る
も
の
で
も
、
本
米
十
俵
以
内
の
場
合
は
、
本
物
を
排
償
L
て
責
主
に
取
得
さ
せ
、
(
所
得
本
物
返
で
あ
る
)

叉
永
代
宙
貝
買
た
る
こ
吉
明
白
な
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
其
謹
文
の
な
い
も
の
は
、
同
様
本
物
返
ピ
す
る
、
本
物
返

で
あ
っ
て
も
、
鐙
文
が
な
〈
ば
、
年
毛
己
す
る
、
(
年
毛
ご
は
一
定
の
期
周
.
買
主
に
於
て
牧
盆
し
た
上
、
責
主
に

取
得
古
せ
る
も
の
)
其
他
永
地
若
し
く
は
本
物
で
あ
勺

τも
、
買
主
が
死
巳

L
允
場
合
は
、
寅
主
(
本
主
)
に
取
得

(
第
三
親

七

ム，、
;九

歯

議

江
戸
時
代
に
於
け
る
岡
晶
北
代
翼
買
の
競
止
に
つ
き
て

第
二
十
一
審

憲数類比五四十λ京都町畑
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議

論

江
戸
時
代
に
於
け
る
岡
畠
永
代
貰
買
の
禁
止
に
ワ
き
て

第
二
十
一
巻

(
第
三
韓

七

) 

三
七

O

さ
せ
る
杯
ピ
い
ふ
責
主
に
取
っ
ー
は
有
利
な
種
々
の
僚
件
を
規
定
し

τ居
る
。
且
疋
等
の
法
律
に
流
る
、
精
紳
が
、

一
向
姓
の
永
久
に
茶
所
有
地
か
ら
離
れ
る
の
を
防
止
す
る
に
あ
っ
た
こ
ご
は
極
的

τ明
瞭
で
あ
る
。
此
馳
仁
於

τ、

江
戸
時
代
の
問
自
問
永
代
賀
民
の
禁
止
は
田
平
仁
前
代
の
遣
法
を
継
承

L
た
も
の
ピ
レ
へ
ゃ
う
。

而
か
も
夏
に
捌
つ

τ其
由
来
を
考
へ
る
正
、
大
化
の
新
政
に
土
地
図
有

ω賞
行
を
見
た
の
は
、
果
覚
地
主
の
或

る
も

ωは
故
前
頃
の
旧
を
鎗
併
し
、
或
る
も
の
は
会
C
終
針
の
少
地
.
に
も
な
し
ご
い
ー
は
れ
た
土
地
粂
併
の
弊
に
懲

り
た
第
め
で
め
っ
た
。
故
に
法
律
上
、
宅
地
・
困
地
及
ひ
剖
鶴
岡
を
除
〈
の
外
は
、

a

伺
翼
民
を
禁
品
巴
ら
れ
て
居
る
o

首
時
貰
買
E
稀
L
て
居
た
も
の
は
‘
以
上
の
除
外
例
的
外
は
‘
皆
年
期
資
自
民
に
止
ま
っ
た
の
で
め
る
。
此
制
限
は

土
地
図
有
制
度
の
自
然
崩
壊
正
共
に
事
質
上
撤
臨
服
さ
れ
た
り
れ
ど
も
、
武
・
山
部
の
訟
制
的
御
家
人
知
行
の
所
僚
に
於

τ柑
世
話
さ
れ
た
。

貞
氷
式
目
で
は
恩
地
の
資
買
は
絶
謝
に
禁
止
さ
れ
て
居
る
が
、
其
追
加
に
於
て
は
更
に
ζ

れ
を
一
般
の
な
領
に

迄
も
燐
光

L
て
、
す
べ
て
の
資
質
は
禁
止
さ
れ
、
御
家
人
の
中
で
も
殊
に
貧
賎
の
潟
め
に
正
も
す
れ
ば
其
所
側
を

喪
失
す
る
の
忠
れ
ゐ
る
も
の
を
保
議
し
て
百
方
其
妨
仕
に
カ
め
、
彼
等
の
所
領

ω
一
日
一
他
人
仁
実
泌
さ
れ
、
又
は

元
本

ωみ
の
耕
償
で
以
て
取
口
出
色
せ
、
甚
に
し
き
は
無
償
で
も
取
一
民
吉
せ
る
こ

抵
常
流
れ
正
な
っ
た
も
の
迄
も
、

ご
、
し
た
o

此
精
耐
仰
は
大
慨
戦
闘
時
代
の
闘
訟
に
も
総
承
さ
れ
て
居
る
o
原
則
ご
し
て
息
地
の
寅
買
を
禁
じ
、
巳

む
を
符
玄
る
場
合
は
、
事
情
を
具

Lτ
願
出
で
た
上
、
年
期
を
定
め
て
寅
買
す
る
こ
ご
を
許
し
た
武
田
氏
の
法
払

甲州法度9) 
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の
如
き
は
其
一
例
ご
し

τ見
る
ニ
芭
が
出
家
ゃ
う
。

所
領
の
知
行
を
御
家
人
資
絡
の
一
要
件
ぜ
し
た
鎌
倉
時
代
か
ら
戦
闘
時
代
迄
は
、
武
士
郎
も
地
主
で
あ
っ
た

一
般
の
武
士
は
阪
に
地
主
で
な
〈
、

が
、
次
第
仁
兵
騰
が
分
離
し

τ、

地
主
は
百
姓
正
な
っ
た
か

江
戸
時
代
に
は

ら
、
従
来
の
法
律
が
武
士
に
加
へ
た
ご
e

』
ん
の
保
護
や
干
渉
は
移
し
て
以
て
是
等
の
百
姓
に
加
へ
ら
れ
、
別

Lτ

貧
臓
な
る
御
家
人
・
被
官
人
共
仁
謝
す
る
保
訟
は
共
催
此
時
代
的
小
農
保
護
ご
な
っ
て
現
は
れ
た
の
で
あ
る
o

こ

れ
は
枇
曾
組
織
の
援
革
に
件
ふ
法
の
自
然
的
畿
迷
Z
請
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

き
れ
ば
立
法
の
根
本
精
利
仁
於

τ

は
、
前
代
の
織
受
た
る
に
相
違
は
な
い
げ
れ
ど
も
、
江
戸
幕
府
の
立
法
者
に
依
っ
て
真
に
共
純
化
苫
れ
た
も
の

が
、
卸
ぢ
凹
品
、
一
ぷ
代
貨
買
の
禁
止
ご
其
違
反
者
に
帆
到
す
る
刑
事
蕗
分
=
乙
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
徳
川
幕
府
を
中
心
ご
し
た
統
一
閥
家
の
立
法
ご
し
て
は
、
必
令
し
も
前
代
の
織
受
仁
の
み
止
ま
っ
て

は
居
な
か
っ
た
。
別
し

τ幕
府
の
武
士
を
本
位
正
し
た
図
民
の
食
糧
政
策
の
加
味
古
れ
た
貼
を
閑
却
す
る
ニ
ご
は

出
来
ま
い
。
幕
府
は
財
政
の
中
心
を
本
問
自
に
置
い
て
居
っ
て
、
主
こ
で
は
専
ら
穀
物

ω
牧
穫
を
要
唱
し
、
こ
れ

に
依
っ
て
、
武
士
を
本
位

t
L
た
幽
民
の
食
糧
問
題

ω解
決
を
闘
っ
た
の
で
ゐ
る
。
此
根
本
方
針
よ
・
り
す
れ
ば
、

百
姓
が
本
田
内
旧
に
於

τ、
「
或
は
五
穀
に
宜
し
き
地
を
費
し
、
衣
食
の
た
す
け
に
な
ら
ゴ
る
岩
を
作
る
」
が
如
き

は
、
接
口
好
ま
し
炉
ら
、
さ
る
現
象
正
一
繭
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
幕
府
が
本
田
臼
聞
に
於
て
頗
草
の
栽
培
を
禁
じ
、
「
者

本
畑
一
一
作
候
は
、
、
こ
き
拾
可
申
事
」
古
殿
A

吋
・
す
る
じ
至
っ
た
の
も
、
本
田
島
に
甘
磁
を
作
っ
て
砂
精
製
作
を
専

ー叢

江
戸
時
代
に
於
け
る
町
品
永
代
賀
民
自
禁
止
に
つ
き
て

(
館
三
都

第
三
十
-
告

t 

= 
ヒ

繭
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接

論

江
戸
時
代
に
於
け
る
同
白
永
代
官
民
買
の
禁
止
に
つ
き
て

第
一

e

十
一
審

節

税

t
四
)

三
七
二

ら
正
す
る
の
風
ゐ
る
を
「
不
可
然
」
ご
し

t
、
狼
h
に
本
回
白
田
に
甘
成
を
作
品
、
』
ど
を
禁
じ
た
の
も
“
同
じ
〈
本
町

島
に
桑
を
楠
ゑ
養
鎚
を
専
ら
ご
す
る
こ
正
を
否
認
L
て
、
新
た
に
桑
の
栽
培
を
な
す
こ
ご
を
停
止
し
た
内
色
川
皐

露
守
る
に
、
食
樹
ご
な
ら
前
向
も
の
を
以

t
五
穀
に
代
ふ
る
こ
と
を
否
認
し
た
同
一
の
精
神
の
畿
露
に
外
な
ι
m
H
O

此
時
代
に
は
時
ご
し
て
飲
酒
や
沼
山
り
阪
貨
を
禁
じ
た
ニ
ぜ
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
飲
酒
の
結
果
ピ
し
て
の
不
道
徳
の

行
骨
岬
に
出
で
る
ニ
ご
を
防
止
す
る
よ
ち
も
、
寧
ろ
斯
る
有
官
官
無
盆

ω飲
料
の
縛
め
に
、
民
重
な
る
米
殺
を
費
や
す

を
恐
れ
た
か
ら
の
事
で
あ
る
。
依
に
甘
擦
に
製
し
て
は
、
「
荒
地

T

或
野
山
を
ひ

ι君
、
米
穀
不
熟
等
之
地
江
作
h
候

儀
は
可
錦
格
別
事
」
己
の
除
外
例
を
設
付
川
又
桑
に
劃
し
て
も
・
「
他
江
一
植
付
候
は
嘗
然
之
儀
]
t
ν
っ
て
居
る
。

所
謂
本
川
出
自
は
卸
も
幕
府
一
統
の
食
縄
問
題
の
闘
鍵
た
る
高
請
の
地
で
あ
る
か
ら
、
穀
物
以
外
の
栽
培
は
絶
謝
に

許
苫
ぬ
け
れ
Y
』
も
、
そ
れ
以
外
の
荒
蕪
地
及
び
山
野

ω閥
裂
に
依
る
新
旧
畠
に
は
敢
て
こ
れ
を
妨
げ
な
か
っ
た
、

否
寧
ろ
援
助
し
た
位
で
あ
る
。
こ
れ
丈
の
事
貨
を
知
っ
て
然
る
後
幕
府
が
悶
白
岡
の
永
代
資
買
を
禁
止
し
た
こ
吉
、

高
諦
の
な
い
新
閲
の
田
島
は
こ
れ
を
除
外

L
た
こ
ご
に
想
到
し
た
な
ら
ば
、
何
人
も
立
法
の
締
紳
が
彼
此
互
に
脈

絡
相
同
地
じ

τ居
る
こ
ど
を
後
見
す
る
に
苦
f

ま
ぬ
で
ゐ
ら
う
。
叉
身
分
は
武
士
で
あ
る
芭
は
い
へ
、
幕
府
の
枇
曾

政
策
上
、
常
に
鎌
倉
幕
府
の
非
御
家
人
に
准
十
ぺ
三
左
別
待
遇
を
受
げ
つ
、
あ
っ
た
浪
人
侍
の
所
有
の
問
自
が
、

同
じ
〈
永
代
責
買
の
禁
止
か
ら
除
外
吉
れ
た
の
は
、
寧
人
賞
然
で
あ
ら
う
。

天保集成九十七所牧宜政元年十三月帯附

嗣番付官I厨牧宜元油元年四月十一日書附

前掲天保革成九十じ

前掲桐1書It問
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13) 

14) 

15 J 
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刑

法

の

賓

施

徳
川
幕
府
の
刑
法
は
一
般
仁
脅
嚇
主
義
を
取
っ
て
居
た
の
で
め
る
が
、
此
団
自
の
永
代
寅
買
禁
止
に
閲
す
る
も

の
は
如
何
で
あ
っ
た
ら
う
か
。
勿
論
こ
れ
に
も
問
主
義
の
加
味
苫
れ
て
居
た
こ
ご
は
認
め
ら
れ
る
が
、
併
し
こ
れ

は
幕
府
ご
し
て
最
も
重
要
な
る
経
済
政
策
に
基
い
て
居
た
丈
に
、
切
に
其
放
旧
棋
を
基
げ
る
e

』
ご
を
望
ん
だ
の
で
ゐ

る
。
貞
享
三
年
に
も
困
品
の
永
代
資
を
行
つ
ヤ
柏
崎
め
に
所
迫
放
の
刑
に
蕗
せ
ら
れ
た
も
の
が
め
る
。
而
か
も
百
姓

が
此
刑
畔
に
鯛
れ
る
よ
h
も
以
前
に
、
噛
期
的
違
法
行
錫
を
防
止
す
る
手
段
己
し

τは
、
回
畠
り
水
代
寅
買
や
年
貢

議
役
を
地
主
に
於
て
負
携
す
る
質
地
の
類
の
禁
止
に
闘
し
た
こ
ご
は
、
彼
名
主
扶
持
高
二
十
石
以
上
、
百
姓
は
十

石
以
上
に
蓬
せ
な
い
も
の
、
遺
産
分
割
を
許
き
ぬ
-
』
ピ
、
共
に
、
村
方
五
人
組
帳
に
載
せ
て
、
彼
等
の
問
仁
不
断

の
注
意
を
喚
起
す
る
こ
芭
に
カ
め

τ居
た
事
貨
が
あ
る
。

回
白
闘
の
永
代
寅
貨
を
禁
干
る
の
結
果
は
、
地
主
は
制
限
的
所
有
権
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
尤
も
囚
白
田
の
質
大

明恥

は
許
苫
れ
て
居
た
の
で
あ
る
か
ら
、
地
主
は
こ
れ
に
依
っ
て
融
通
を
闘
る
ニ
ご
も
出
来
れ
ば
、
叉
偵
権
者
(
金
主
)

も
流
質
に
依
っ

τこ
れ
を
取
得
す
る
こ
ご
も
出
来
な
い
で
は
な
か
っ
仕
が
、
ぞ
れ
す
ら
債
権
者
に
不
利
盆
な
る
積

む叩醐

々
の
僚
件
が
課
せ
ら
れ
て
居
っ
た
。
斯
係
に
経
済
の
理
法
を
無
腕
し
た
法
律
の
質
施
が
積
々
の
困
難
を
伴
っ
て
質

行
難
に
陥
b
、
さ
て
は
共
通
用
を
忌
避
す
る
翁
め
に
各
稀
の
方
法
が
工
夫
さ
れ
て
、
其
致
カ
を
訴
か
ら
せ
る
こ
ご

論

議

江
戸
時
代
に
於
吋
る
阿
品
永
代
頁
買
の
禁
止
に
つ
き
て

(
節
三
親

一一一七三

七
五

第
二
十
一
笹



論

畿

川
戸
時
代
に
於
け
る
同
品
永
代
貰
買
の
禁
止
に
つ
き
て

第

十
一
各

都

披

k
六
)

ヒ
同

は
、
経
済
史
の
雄
緋
に
話
る
ご
こ
ろ
で
ゐ
る
。
徳
川
氏
の
照
代
郷
軍
の
中
で
は
日
支
の
法
律
に
最
詣
が
深
〈
、
立
法

家
正
し
て
最
も
卓
越
[
た
古
宗
は
、
回
白
岡
永
代
資
買
の
禁
令
に
つ
い
て
、
如
何
な
る
所
見
を
悔
い
て
居
っ
た
か
。

延
享
元
年
六
月
、
土
寸
枇
奉
行
大
岡
越
前
守
・
江
芦
町
奉
行
島
長
門
守
・
勘
定
泰
行
水
野
針
馬
守
(
忠
仲
)
は
回
白
山
り

永
代
寅
買
の
禁
止
に
つ
い
て
次
の
如
き
意
見
を
上
っ

τ崎
府
軍

ω指
令
を
仰
い

r。

田
畑
永
代
資
之
儀
は
、

寛
永
二
十
末
年
被
仰
出
候
=
付
.
只
今
迄
右
之
通
御
仕
政
仕
来
依
得
共
、
御
下
如
之

遇
、
田
畑
一
↓
離
れ
巾
度
も
の
は
無
之
、

加
川
一
雄
陣
・
民
貨
を
も
仕
来
候
.
儀
王
事
作
候
、
其
上
質
地
一
-
入
候
程
之
-b

候の
聞は

此諦
皮戻
右候
f卸 手
作賞
l在も
>' ~fl~ 
叩よ

止 1

候流

T哩
可 能
然成
哉候
= 要員
奉数
存多
イ民 有

11 ;;三
奉昼

寝λ
名
目
替
f!'k 
迄

而

glJ 

走
資

能
成

文
中

ω御
下
知
ど
は
、
同
H
口

ω吉
宗
の
指
令
中
に
「
元
来
所
持
之
田
畑
二
敗
れ
申
皮
も
の
ρ

無
之
候
得
共
」
一
五
々
ご

あ
っ
た
の
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
o
郎
も
一
二
奉
行
の
意
見
正
し
て
は
何
人
も
其
田
島
に
隣
れ
た
〈
は
な
い
り
れ
ど

色
、
事
情
徐
儀
な
〈
他
人
に
質
渡
す
.
の
で
ゐ
る
、
且
つ
悶
白
聞
の
質
入
は
許
百
れ
て
居
る
が
、
質
入
す
る
判
明
の
も
の

は
請
同
氏
す
資
カ
の
な
い
絡
め
に
、
自
然
流
地
に
な
る
も
の
が
多
い
、
流
地
ご
永
代
寅

は
名
こ
ぞ
異
な
れ
、
事
寅

に
援
り
が
な
い
γ

の
で
あ
る
か
ら
、
国
自
の
永
住
民
貨
の
禁
止
は
此
際
撤
脱
し
て
然
る
ぺ
注
ゃ
に
存
宇
る
ご
い
V

ふ
の

で
あ
っ
た
。
下
情
仁
通
院
[
穴
正
い
は
れ
る
大
岡
越
前
守
等

Z
L
て
は
、
新

ι意
見
の
提
山
は
嘗
然
で
あ
ら
う
。

こ
れ
に
封
L
τ
、
吉
宗
の
指
令
は
弐
の
如
〈
で
ゐ
っ
た
。

円
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此
儀
は
貰
買
御
兎
で
成
候
而
ハ
不
身
上
之
百
姓
常
分
徳
用
ュ
日
を
附
、
狼
一
一
回
畑
責
放
候
様
a

可
相
成
哉
、
共

上
此
度
之
御
定
一
一
成
候
得
は
、

責
主
管
メ
も
較
(
成

.
1叉
是
非
差
詰
り
候
時
円
、
今
迄
J4
堤
質
一
地
=
差
入

候
一
得
は
差
支
も
知
J4
一
仮
問
、
先
今
迄
一
之
通
一
一
可
芸
品
不

吉
宗
の
志
見
は
問
白
川
永
代
資
買
禁
止
法
存
躍
の
制
限
附
現
紋
維
持
論
で
ゐ
る
が
、
並
(
論
鮎
は
大
健
三
つ
に
分
つ
こ

古
が
出
家
る
。
第
一
は
解
禁
の
結
川
市
を
恐
れ
た
か
ら
で
ゐ
る
。
削
聞
も
若

L
資
買
を
許
す
こ
ど
、
な
れ
ば
、
資
産

ω

健
か
な
ら
品
目
町
姓
共
が
目
前
の
利
盆
に
日
が
阪
ん
で
、

濫
h
に
其
間
内
川
を
寅
放
っ
こ
ご
、
な
ら
う
正
の
観
測
か
ら

で
ゐ
る
。
第
二
は
異
に
差
迫
っ
て
資
金
を
要
す
る
百
姓
の
怨
め
に
は
、
従
前

ω
岡
市
を
質
λ
す
る
方
法
に
依
れ
ば
事

足
b
る
己

L
た
か
ら
で
ゐ
る
o

第
一
一
一
に
は
若
上
高
巳
む
を
得
十

L
て
刑
併
に
刷
れ
た
東
主
に
劃
し
て
は
、
従
来
の

そ
れ
に
比

Lτ
刑
を
抑
制
〈

L
た
か
ら
よ
か
ら
う
ご
の
意
見
で
あ
る
。
前
に
も
掲
げ
た
如
〈
、
寛
水
二
十
年
の
刑
法

で
は
、
真
主
は
一
旦
牧
容
さ
れ
た
上
に
迫
放
に
蕗
せ
ら
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
を
、
延
'H
干
元
年
六
月
一
ヘ
吉
宗
は
飽
刑

を
兎
じ
て
回
早
な
る
過
料
に
止
め
た
。
こ
れ
が
彼
れ
を
し
て
「
此
皮
の
御
定
ユ
成
候
得
は
、
責
主
管
メ
も
軽
〈
成
」
E
h
y

は
せ
た
遁
・
9
、
舷
か
に
某
刷
曾
政
策
を
加
味

L
た
刑
法
の
修
正
で
め
っ
た
。
彼
れ
は
其
剥
先
以
来
の
仰
統
的
経
済

政
策
を
賓
打
す
る
柏
崎
め
に
は
、
少
〈
ピ
も
此
一
良
川
制
さ
れ
た
刑
法
の
支
持
を
必
要
正
p

し
た
の
で
あ
る
。
此
指
令
を
得

た
奉
行
は
七
月
十
九
日
「
御
附
紙
之
趣
承
知
仕
一
船
」
(
吉
宗
の
指
令
は
奉
行
の
伺
書
に
附
築
し
て
下
附
苫
し
れ
た
か
ら

御
附
紙
一
五
々
ご
い
っ
た
の
で
ゐ
る
)
ピ
復
申
L
て
、
こ
、
に
愈
回
白
聞
の
永
代
資
買
に
閲
す
る
刑
法
の
確
定
を
見
る

面市

議

花
戸
時
代
に
於
け
る
問
自
武
代
国
民
買
の
禁
止
に
つ
き
て

第
二
十
一
巻

(
第
三
雄

七
む
)

一一一士五
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論

に
至
っ
た
。

じ
て
も
、
流
地
を
許
せ
ば
、
数
山
本
の
描
砕
い
こ
ご
も
知
っ
て
居
た
で
ゐ
ら
う
、
故
仁
田
昌

ω質
入
以
依
然
正
し
1
こ

そ
れ
で
も
、
猶
ほ
且
つ
永
代
貰
買
の
禁
止
を
解
か
う
己

議

杭
戸
時
代
に
於
け
る
凹
品
永
代
蛍
到
の
禁
正
に
づ
き
て

七
λ
)

b 
p、，

(
出
三
脱

第
二
十
一
審

よ
れ
を
要
す
る
に
吉
宗
U
百
姓

ω
困
窮
の
事
情
も
袋

L
て
居
た
で
ゐ
ら
う
、
回
向
闘
の
永
代
寅
買
を
禁

れ
を
許
し
、
資
買
骨
同
事
者
の
刑
は
こ
れ
を
怖
く

L
た
が
、

は
せ
ず
、
却
て
綱
高
を
袋
し
て
、
五
人
組
・
名
主
・
庄
屋
共
か
ら
大
小
の
百
姓
に
向
っ
て
、
卒
素
一
腰
五
人
組
帳
を
蘭

聞
か
せ
て
、
禁
止
の
意
味
を
忘
却
さ
せ
な
い
や
う
に
カ
め
よ
ご
戒
鈎
し
て
居
る
の
で
あ
る
o

ぞ
二
に
彼
れ
の
立
法

の
底
に
流
る
、
一
時
抑
を
酌
ま
ね
ば
な
る
ま
い
。

併
し
乍
ら
経
済
上
の
需
問
は
到
底
一
片
の
法
文
で
塞
き
ご
め
ら
る
べ
き
課
の
も
の
で
は
な
い
。
一
克
文
二
年
二
月

の
綱
吉
に
「
田
畑
永
代
自
民
買
又
川
地
主
b
年
貢
諸
役
を
勤
、
金
主
に
は
年
賞
論
役
を
不
勤
質
地
之
類
は
.
前
々
よ

b
御
停
止
二
刷
、
村
方
五
人
組
帳
一
一
書
記
有
之
露
、
右
之
通
不
時
時
経
文
を
以
訴
出
候
も
有
之
候
」
云
々
吉
見
え
て
居

る
の
は
、
偶
民
間
に
於
て
、
此
柿
の
違
法
行
潟
が
普
通
に
行
は
れ
て
居
た
こ
ピ
を
明
示

τる
も
の
で
あ
る
。
然
る

に
立
法
の
精
紳
か
ら

L
て
も
、
幕
府
の
司
法
官
は
、
縦

L
忌
避
の
手
段
を
講
じ
た
も
の
で
あ
っ

τも
、
吐
(
講
阻
文
が

明
ら
か
に
永
代
質
問
見

ω形
式
を
構
へ
て
居
な
い
限
り
は
、
一
々
検
悲
し
ゃ
う
ご
せ
な
か
っ
た
が
、
若
し
必
然
訴
訟

沙
汰
正
な
っ
た
結
川
端
、
永
代
貰
貨
の
事
質
が
ゐ
が
っ
た
場
合
は
、
勿
論
御
定
書
に
譲
っ
て
腐
乱
7
3
れ
る
-
】
立
を
兎

れ
な
か
ウ
向
。
現
仁
寛
政
年
中
に
も
、
戸
聞
釆
女
匠
の
預
所
た
る
美
濃
闘
の
草
地
で
、
問
自

ω永
代
買
を
な

L
た

臨
酬
を
以

τ蕗
分
を
受
け
た
も
の
が
あ
ふ
。
加
之
原
則
正
し
て
は
明
治
五
年
二
月
に
人
民
の
土
地
蕗
分
橋
台
認
め
ら

れ
る
迄
、
此
回
畠
永
代
寅
買
の
禁
止
は
支
持
苫
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
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